
 

岩手県告示第 333 号 

 あっせん申請手数料等を徴収しない法人（平成 13年岩手県告示第 312 号）の一部を次のように改正し、平成 21年４月１日から

施行する。 

  平成 21年３月 31日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

１ 岩手県住宅供給公社 １ 地方独立行政法人 

２ 独立行政法人都市再生機構  

３ 日本下水道事業団  

４ ［略］ ２ ［略］ 

５ ［略］ ３ ［略］ 

 ４ 国立大学法人 

 ５ 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 ６ 独立行政法人国立病院機構 

 ７ 独立行政法人都市再生機構 

６ 独立行政法人緑資源機構 ８ 独立行政法人森林総合研究所 

７ 日本郵政公社  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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